
                    

デジタル募金箱（ＱＲコードによる寄附）の受付について 

 

キャッシュレス決済が主要な決済手段となっている現在においても、募金箱では支

払い手段が現金のみに限定されています。 

今後、さらにキャッシュレス決済の利用率が増え、現金による寄附行為が減少する

ことも懸念されることから、現金による募金箱に加え、ｄ払いによるＱＲコードを利

用したデジタル募金箱による寄附の受付を３月２８日（金）から開始いたしますので

お知らせします。 

お預かりした寄附金は、日本赤十字社等へ送金し、復興支援・生活支援に役立てま

す。 

皆様からの温かいご支援とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

１ 募金の種類・受付期間 

募金の種類 受付期間 

岩手県大船渡市における大規模火災支援金 令和７年３月２８日～令和７年６月３０日 

令和６年能登半島地震災害義援金 令和７年３月２８日～令和７年１１月２８日 

令和６年９月能登半島大雨災害義援金 令和７年３月２８日～令和７年１１月２８日 

 

２ 寄附金の額  

１円～２，０００円以下 

（お預かりした金額のうち、手数料を差引いた金額が寄附金となります。） 

 

３ 領収証 

寄附金の領収証は発行されません。 

 

４ ＱＲコード設置場所 

  相模原市ホームページ、各区役所及び各まちづくりセンター 

 

 

令和７年３月２６日 

相模原市発表資料  

問合せ先 

 生活福祉課 

電話 ０４２－８５１－３１７０ 

広域行政課 

電話 ０４２－７６９－８２４８ 



 デジタル募金箱（ＱＲコードによる寄附） 

これまでの現金による募金箱に加え、ＱＲコードを利用して、

ｄ払いによる寄附ができます。 

皆さまからお寄せいただきました寄附金は、日本赤十字社等へ

送金し復興支援・生活支援に役立てます。 

皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。 

大船渡市における 

大規模火災支援金 
令和６年能登半島 

地震災害義援金 

令和６年９月能登半島 

大雨災害義援金 

 

問合せ先：相模原市生活福祉課 ０４２－８５１－３１７０ 

 
※ＱＲコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。 

※義援金等の種類によってＱＲコードは異なります。 

※相模原市ホームページに寄附のためのＱＲコードを掲載します。 

 （３月２８日（金）から稼働します。） 


